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第2表　経営タイプ別共同草地依存割合と産乳量

項

タ＼ 目
耕　 地　 面 積 水　 田　 化 率 乳 牛 飼 養 頭 数

（成牛 換 算 ）

経 産 牛 1 頚 当

た り 飼 料 畑

経 産牛 1 頚 当

た り産
共 同 草 地　　　A 戸　 数

イ
ブ

（h a ） （珍） （頭 ） 　 p
面 積 （a）

乳 量

（吻 ）

依 存 割 ロ　（烙） （戸 ）

Ⅰ 2．0 ～ 5．0
（2．4 ）

dO ・－ 65

（‘5．1 ） 8．° 8．1 4，70 0
50 ・｝ 40

（5ム 1 ） 4

皿 1 5．－ 5．8
（2．5 ）

55 一・一江）
（d Z D ） 9 1 鼠4 4，5 0 0

2 5 、 50

（為，8 ） 8

l
1．5 ～ 5．5

（2．5 ）
45 ～ 55

（5 5．8 ）
6．1 1 1．1 4，5 0 0

25 ・－ 5〔）

（2ヱ2 ） 5

17 2，0 － 5．5

（2．5 ）

4 5 － 65

（80．2 ） ‘．4 15．5 4．100
10 ～ 2 5

（1R 9 ） 8

Ⅴ 2．0 － 4．5
（2．9 ）

50 ・－ 80

（8 4，5 ） 5．6 1Z O 5．700
15 － 20

（14．5 ） 11

5　ま　　と　　め

共同草地の造成は否応なしに生産組織の発生を促し，

構成農家の飼養頭数を増加させた。草地の刈取→運搬

→調製貯蔵の諸工程はそれぞれに作業特性があり，技

術の変革により作る粗飼料の種類や共同化の程度を左

右する。また，複合作目，既存飼料畑，飼着頭数など

の経営規模の相違により，共同草地に依存する割合が

異なっている。依存割合の高い農家は，飼養頭数，産

乳量とも多く．逆に依存割合の低い壌家は，飼養頭数，

産乳量とも少ない。

以上のように，経営外に共同草地を造成して規模拡

大をはかる場合，共同草地依存割合を高めることが，

頭数増大，産乳量の増大に有効に働くと考えられる。

一方では，分散小規模の既存飼料畑の存在が共同草地

利用の足を引張っていることも事実である。このため

既存飼料畑を含めた総合的な利活用対策が求められて

いる。また，共同草地への依存が高まり，頚数を満杯

に拡大して行ったとき，収穫，分配をどう調整するか

次の段階で問題となってくると予測される。

東北における公共牧場の現状と今後の課題

那　須　野

1　ま　え　が　き

わが国の畜産は戦後著しい成長を遂げたとはいうも

のの，自給飼料基盤を伴わないまゝ輸入飼料依存体制

によって支えられ，撞めて脆弱なものであることは既

に指摘されているとおりである。このような偏俺性克

服の有力な手段として，近年草地の造成改良が進むと

ともに，公共牧場等の設置が盛んに行なわれている。

だが，これら公共牧場の実態をみると，再検討を要す

ると考えられる問題点は少なくない。

特に，公共牧場は設置に際して多額の投資を要する

ばかりでなく．その運営管理に当っても多額の経常的

章＊

経費が必要である。したがって，従来のように牧場を

造りさえすれば家畜は自然に集まり，運営管理は容易

であろうなどといった安易な考え方は許されない。公

共牧場といえども，土地利用上あるいは経済性等から

判断してかなり集約的な管理または利用がなされるの

が望ましい。そこで，東北地域における公共牧場の現

状と問題点を指摘するとともに，若干の事例をもとに

今後の在り方について言及する。

2　公共牧場の概況

（1）東北地域の公共牧場数は582カ所．稔面積は5．5

万haにおよんでいる。ただし，総両横のうち改良草地
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面積は45帝と低く．野草地との併用がなされている。

また，牧場利用頭数は5．2万頚で，うち肉用牛が7°珍

を占め，肉用牛単一利用牧場が多い。肉用牛は飼養戸

数および頭数が多いばかりでなく，その性格上牧野の

必要性が大きいと同時に．利用が割合容易なこと等に

起因しているといえよう。しかし，絶飼着頚数に対す

る牧場利用頭数はわずかに15肇＝こすぎず，利用が普遍

的であるとはいい難い。なお，乳用牛については4．2努

で，肉用牛をはるかに下回っている。管理主体別にみ

ると，市町村あるいは農協等団体の比重が高い。最近

の牧場設置は大規模化するとともに，土地取得や財政

上の問題等が大きく関連してくるのでこれら機関でな

いと対応しえなくなっていることを示している。

第1表　公共牧場の現況（昭和49年）

（2）県別にみると，家畜の品種や飼養形態等を反映

してかなり相違がみられる。特赦的なことは，設置数

や面横ともにその半数以上が青森と岩手県に所在して

いることである。これらはいずれも旧馬産地帯で，林

野率が高く未利用資源が豊富であるといった立地にお

かれている。したがって，古くからの肉用牛子取り生

産地帯として．主に日本短角種を対象に夏山冬里方式

が広範に行われており，給飼養須数に対する牧場利用

瑛数の最も高い地帯である。それだけに他の地域とは

異なった立地や社会経済的条件におかれており，その

利用の在り方は一層間藤となることは否定できない（第

1表）。

管 理 」 E 体 別 牧 場 数 草　 地　 面　 積 利 用 形 態 別 牧 場 数 牧 場 利 用 頭 数

県 市

町 村
団 体 公 共 計

造 成

草 地
野 草 地 計 夏 期 周 年 計 乳 用 牛 肉 用 牛

東 北
実　 数

カ所 カ所 カ所 カ所 h a b a h a カ所 カ所 カ所 　 頭

q 5 5 1

頭

1 5 1 1 4 4 8 7 5 8 2 2 5，0 2 5 ．5 5 0，1 4 2 ．8 5 5，1 °ス 9 5 1 1 d l 5 7 2 4 2 ．2 5 5

比 率 （勿 5 鼠 5 5 エ 7 2 2 ．8 1 0 0 屯 ・至 5 8．7 1 0 0 8 5．8 1 8 ．4 10 0 （4 ．2 ） （1 5 ．5 ）

青 森
実　 数 4 4 2 d 5 4 1 2 4 ス 5 8 4 ．7 8 ．9 8 8 ．1 1ふ 5 7 2 ．8 1 1 4 9 1 2 5 1．7 5 2 1兄 4 5 8

比 率 （㈲ 5 5 ．5 2 1．0 4 5．5 1 0 D 4 5．8 5 4 ．2 10 0 9 2 ．7 7 5 1 0 0 （占．4 ） （7 5 ．5 ）

岩 手
実　 数 4 1 5 5 9 1 D 5 ス 0 0 鼠 5 1 8 ，1 1 0．5 こち．1 1 R d 8 5 2 0 1 0 5 2 ，9 5 2 1 4 ，8 4 0

比 率 （勿 5 鼠 0 5 2 ．4 8 ．8 10 0 2 7 9 7 2 ．1 10 0 8 1．0 1 R O 1 0 0 （5．9 ） （1 鼠 1 ）

宮 城
実　 数 1 1 2 1 7 5 9 2 ．1 2 0 ．0 4 9 1．8 2 ，8 1 1．6 5 1 8 5 9 1，1 0 8 1，8 1 1

比 率 （劾 2 8 ．2 5 5．8 1ス 9 10 0 8 1．2 1 8 ．8 1 0 0 7 R 5 劫 ．5 1 0 0 （2 ．8 ） （5．1 ）

秋 田

実　 数 2 5 1 1 1 5 4 9 2 ，5 8 1．0 1，2 5 ヱ 0 5 ．6 5 8 ．0 2 4 1 6 4 0 8 1 8 5，8 8 0

比 率 （劾 5 1．0 2 2 ．4 2 °．5 1 0 0 ‘5 ．4 5 4 ．6 1 0 0 8 0．0 4 0．0 1 0 0 （8．5 ） （鼠 5 ）

山 形
実　 数 1 1 1 4 4 2 9 2 ．1 7 R d 5 5 ヱ 5 2 ．5 5 ス 1 2 8 5 2 9 1，8 7 9 9 4 9

比 率 （狗 5 7 9 4 8 ．5 1 5．8 1 0 0 8 5 ．9 1 4 ．1 1 0 0 a R 7 1 0 ．5 1 0 0 （ス 5 ） （2 ．2 ）

福 島
実　 数 1 9 1 7 0 5 8 1，7 5 0．7 9 5 8 ．1 2 ．8 8 8 ．8 5 1 5 5 6 1，0 8 2 1，5 5 7

比 率 ㈲ 5 2 ．8 4 ス 2 － 1 0 0 6 5 ．1 5 4 ，9 1 0 0 8 占．1 15，9 1 D O （2 ．7 ） （2 ．1）

注．1）公共とは任意組合をいう（管理主体別）

2）入校頭数の（）内は総飼養頭数に対する牧場利用頭数割合（解）

5）牧場数と利用形態別牧場数が一致しないのは不明のものがあったため

5　牧場の運営管理状況と問題点

州　牧場の運営管理状況については種々指摘されて

いるが，現状では不振のものが多く，約d7射ま赤字で

ある。しかし，肉用牛単一利用牧場においては約半数

は黒字を示している。ただし，黒字といっても当該自

治体からの補助あるいは共有林の立木販売等によって

穴うめされているものもかなりみられ，真に放牧料ま

たは事業収入だけでまかなわれているかどうかは吟味

を要する。放牧料金だけから判断すると，75啓の牧場

は1日1頭当り1DO円以下であり，到底収支が使うも

のでないことは明らかである。なお．公共的性格でし

かも畜産振興のための先行投資の意義を考慮するなら

ば．放牧科を低額にとどめざるをえない事情のあるこ

とは事実である。したがって，現段階においては料金

の額もさることながらその牧場が家畜なり個別経営に

どのように機能しているかがより重要な問題といえる。

（2）牧場の技術上の大きな問題として指摘せざるを
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えない点は，牧養力あるいは発育および繁殖成績がか

なり劣るということである。その主因としては，なん

といっても牧草の生育収量の低位なことと同時に，利

用上の各種欠陥に求められる。前者については，大部

分の牧場で改良草地においてさえも平均収量5t以下

と推定され，草地管理とともに利用率の向上を要する。

後者については．放牧草地の条件や牧区設定の不備か

らくる滞牧日数の延長等検討を要する問題は多い。ま

た，繁殖成掛こついては人工授精の場合は発情牛の発

見や描獲の問題，まき牛繁殖の場合は種雄牛に対する

雌牛頭数のアン′ミラソス，集団衛生管理の不備等改善

すべき事項が多い。これら問題はいずれも牧場成立を

左右する基本的課題であるだけに，集団放牧管理技術

の確立が急務である。

（3）牧場が個別経営にどの程度機能しているかにつ

いては，一般的にいって零細飼養規模段階や牧場の技

術水準の低位性のため，それほど大きく機能している

とはいい難い。かなり利用されている事例でも，その

経営の全飼料中に占める牧場への依存度はDMまたは

TDN換算で20珍前後である。しかも，このような条

件はより里山に立地している牧場が利用対象となって

いる場合で，一般にはこれをはるかに下回っている0

したがって，（2）項で述べたように牧場自体の技術水準

の向上を図ると同時に個別経営の飼養規模を拡大する

中から，牧場の利用率を高めること等が必要である0

4　今後の課題

（11以上述べて来た問題点を整理したのが第2表で

ある。技術的にも経済的にもこれら問題の解消なくし

ては某に牧場が成立しないことは明らかである。その

場合に特に強調しておきたいのは，造成方法について

もかなり問題があるので．新設に当っては十分配慮す

べきである。また，草生産力あるいは家畜の生産率や

増体量等の低位性を克服するには，牧場といえども従

来のような粗放的な対応を改めかなり集約的な利用法

の確立を要することは指摘するまでもない。全国草地

コンクールで入賞した，惣辺牧場（昭和亜年度）およ

び法量牧場（昭和50年度）等の事例がこれをよく物語

っている。

（2）また，牧場は草地を対象とした家畜生産の一過

第2表　牧場の問題点とその要因
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問　題　点 具　体　的　事　項

自然条件不良
急傾斜地が多い

転石が多い。道路不備

造成方法不良

地形，地力の無視

表土剥離法が行なわれている

施設配置の不適正

草生産力低位

低地力

肥培管理の不備

有機質の不足

土壊浸蝕

生産率増体量

革量．革質不良

牧区の設定過大

滞牧日数が永い

低　　　　位 看視不十分

捕獲困難

適期種付けの欠除

運営管理技術

労力不足，技術者不足

技術水準が低い

低　　　　　位 大規模経営不馴れ

運営管理組織未確立

程である以上，草地農業として位置づけ，草生産から

家畜の最終生産物に至るまでを体系的に把捉すること

が必要である。特に東北地域においては．個別経営の

生産力段階と牧場とが照応しない所に開場がある。し

たがって，牧場の部分的な改善もさることながら，牧

場のおかれているその地域の農業生産の在り方を含め

て再検討を要する。地域的に飼養体系や経営方式等を

確立し，その一環として牧場を位置づけるべきである

と考える。

（3）ともかく現段階において牧場を円滑に運営する

ことは容易ではない。運営管理から行政面にまで関連

する複雑な要田がからみ合っているからに外ならない○

しかし，東北の畜産振興に当っては牧場の存在は不可

欠であることから，牧場を確立するまでの過程におい

ては．単に技術面だけでなく，行政的な面においても，

碩榎的な援助と指導が必要であろう○


